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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

  

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第68期 

第３四半期 
連結累計期間

第69期 
第３四半期 
連結累計期間

第68期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日

自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

売上高 (百万円) 140,180 158,477 191,021 

経常利益 (百万円) 10,901 18,231 15,611 

四半期(当期)純利益 (百万円) 6,339 11,224 8,231 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 9,091 24,117 20,460 

純資産額 (百万円) 104,546 137,583 115,873 

総資産額 (百万円) 214,257 260,087 231,990 

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円) 110.66 195.94 143.69 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) 110.58 195.77 143.57 

自己資本比率 (％) 46.04 49.76 47.05 
 

回次
第68期 

第３四半期 
連結会計期間

第69期 
第３四半期 
連結会計期間

会計期間
自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日

自  平成25年10月１日 
至  平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 61.48 88.28 
 

― 2 ―



  

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容について、重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社の異動については以下のとおりであります。 

  

＜自動車及び汎用計器事業＞ 

  新規連結子会社：ニッポンセイキ・デ・メヒコ社 

                  ニッセイ・アドバンテック・メヒコ社 

                  ニッポンセイキ・コンシューマ・プロダクツ（タイ）社 

                  浙江日精儀器有限公司 

  

  ＜民生機器事業＞ 

   新規連結子会社：ニッポンセイキ・コンシューマ・プロダクツ（タイ）社 

  

  なお、当社の連結子会社である株式会社マツダレンタカー新潟は、平成25年４月１日付で株式会社マツ

ダモビリティ新潟に社名変更しております。 

  

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

  なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。 

(1) 業績の状況 

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国では堅調な景気回復が続いたものの、欧州の

景気低迷継続や、中国および新興国経済の成長減速など、依然として先行き不透明な状況が続きまし

た。 

一方、日本経済は、政府の経済対策効果等により景気が下支えられ、円高是正・株価上昇が進み、

企業業績や個人消費に改善が見られるなど、緩やかな景気回復基調で推移しました。 

  このような事業環境においても、当社グループでは、連結企業体としてグローバルでの競争に勝ち

残り、継続的に成長できる収益体質を実現すべく、品質第一に徹し、競争に負けない「もの造り総合

力」（コスト・技術・物流・サービス）の強化を推進してまいりました。 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、158,477百万円（前年同四半期比13.1％増）、営業利益

は、13,208百万円（前年同四半期比58.8％増）、経常利益は、18,231百万円（前年同四半期比67.2％

増）、四半期純利益は、11,224百万円（前年同四半期比77.1％増）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの変更を行っており、前年同四半期のセグメン

ト情報を変更後の区分に基づき作成し、前年同四半期比を算出しております。 

自動車及び汎用計器事業は、四輪車用計器、二輪車用計器等が増加し、売上高121,956百万円（前

年同四半期比19.2％増）、営業利益は12,189百万円（前年同四半期比63.9％増）となりました。 

民生機器事業は、アミューズメント等の減少により、売上高9,389百万円（前年同四半期比17.9％

減）、営業損失998百万円（前年同四半期は339百万円の営業損失）となりました。 

自動車販売事業は、新車販売等が増加し、売上高15,495百万円（前年同四半期比7.1％増）、営業

利益461百万円（前年同四半期比50.2％増）となりました。 

その他は、ソフトウェア開発・販売等が減少し、売上高11,634百万円（前年同四半期比2.5％減）

となりましたが、樹脂材料の加工・販売が堅調に推移したこと等により、営業利益1,569百万円（前

年同四半期比24.6％増）となりました。 

  

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(2) 財政状態の分析 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ28,097百万円増加し、260,087

百万円となりました。これは流動資産で現金及び預金が12,197百万円、たな卸資産が7,233百万円、

有形固定資産が7,357百万円増加したこと等によります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ6,387百万円増加し、122,504百万円となりました。これは流動負

債で未払法人税等が2,608百万円減少しましたが、固定負債で長期借入金が3,127百万円、流動負債で

短期借入金が2,493百万円増加したこと等によります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ21,709百万円増加し、137,583百万円となりました。これは為

替換算調整勘定が9,379百万円、利益剰余金が8,860百万円、その他有価証券評価差額金が2,051百万

円増加したこと等によります。 

  
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。 

  

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、そ

の内容等は次のとおりであります。 

当社は、平成19年５月17日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規

則第118条第３号柱書に定義されるものをいい、以下、「基本方針」といいます。)及びこれに付随する当社株券等の買付け等に関するルールの

導入を決定し、その後、平成21年５月15日開催の取締役会及び平成23年５月13日開催の取締役会において、それぞれ、所要の修正を行った上

で、これを継続する旨の決定を行っております(以下、現在効力を有している当社株券等の買付け等に関するルールを「現行TKKルール」といい

ます。)。 

現行TKKルールの有効期限は、平成25年６月30日までとなっておりますが、当社は、現行TKKルール導入以降の買収防衛策に関する議論の状況

等も踏まえ、平成25年５月14日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

ることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第３号ロ(２))として平成25年７月１日をもちまして現行TKKルールに所要の修正を行っ

た上で(以下、修正後のTKKルールを「本TKKルール」といいます。)、継続することを決定しております。 

主な修正点は、文章全体の整理(内容の重複を解消・用語を統一)等に留まっております。 

   

会社法及び金融商品取引法、これらに関する規則、政令、内閣府令及び省令、金融商品取引所規則並びにガイドライン等(以下、総称して「法

令等」といいます。)に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。)があり、これらが施行された場合には、本TKKル

ールにおいて引用する法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法

令等の各条項に、それぞれ読み替えられるものとします。 

なお、現時点において、当社株券等の大量買付行為(後記の [３] (２)(i)において定義されます。以下同じとします。)の兆候があるとの認識

はございません。 
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当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上に資する者が望

ましいと考えております。また、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には当社の株主の皆様全体の意思に基づ

き決定されるべきものであり、国内外に様々な株主の皆様を有する当社としては、特定の者又はグループによる当社の総議決権の20％以上に

相当する議決権を有する株式(以下、「支配株式」といいます。)の取得行為が行われるに際して、株主の皆様に十分に情報が提供される等、

その適切な判断がなされる環境を整えることが大切であると考えております。 

しかしながら、当社支配株式の取得行為の中には、株主の皆様に対して事前に当該支配株式の取得行為に関する十分な情報が提供されず株

主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主の皆様が当該支配株式の取得行為の条件・方法等について検討し、また、当

社取締役会が代替案の提案等を行うための十分な時間を確保しないもの、その他真摯に合理的な経営を行う意思が認められないもの等、当社

の企業価値及び株主の皆様共同の利益に資さない態様のものも想定されます。 

当社は、上記のように、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益に資さない態様の当社支配株式の取得は、当社の財務及び事業の方針の

決定を支配する者として不適切であると判断し、かかる考え方をもって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基

本方針といたします。 

  

当社は、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益を向上させるための取組みとして、下記１.の経営ビジョン「NEMS 433」の実行に取り組

むとともに、当社株券等について大量買付行為がなされた際にそれに対する評価が透明性・客観性をもって行われ、国内外の株主の皆様や投

資者に適切に開示がなされるように取り組んでおります。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益を向上

させ、それを当社株式の価値に適正に反映させていくことにより、上記のような当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益を著しく損なうお

それのある大量買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記[１]の基本方針の実現に資するものであると考えておりま

す。 

１．経営ビジョン「NEMS 433」の実行及びグローバルでの事業の強化・拡大 
当社は、2007年度から新たな経営ビジョン「NEMS 433」(NEMSとは、日本精機(NS)型のEMS(Electronics Manufacturing Service)をいいま

す。)をスタートいたしました。 

「NEMS 433」は、「NEMS」をさらに進化させていくことで、当社グループの成長を図ることを目標としております。具体的には、実装・

接続技術を核に、金型、成型、表示などの当社保有の多様な技術を組み合わせた相乗効果により、付加価値の高い技術・製品を創り出すこ

とで、事業の拡大に取り組んでまいります。 

なお、「433」の「４」は「４つの大切」をそれぞれ意味し、「４つの大切」には、①「志」(目標達成のためには、強い意志が大切)、②

「社会」(社会の責任ある存在として、株主の皆様との良好な関係の構築や法令遵守、環境保全に努めることが大切)、③「お客様」(事業発

展のためには、常にお客様の満足を高めていくことが大切)、④「人」(企業は人なりという考え方のもと、当社グループで働く全ての人が

能力を存分に発揮できる仕組み・環境をつくることが大切)という考え方が込められています。 

また、当社は、「顧客の立場に立って、価値の高い製品を提供することにより、社会の繁栄に貢献する」という経営理念の下、企業価値

及び株主の皆様共同の利益の確保・向上に取り組んでおります。 

社会が今まで以上に速く激しく変化していく中、当社では、その変化に素早く適応し、また、変化を先取りすることで、当社の経営理念

が実現されると考えています。そのために、当社は技術開発力の強化に取り組んでおります。当社グループの持続的な成長のためには、製

品仕様を高度化し、グローバルで製造・販売していくためのコスト・技術・物流・サービス等の「もの造り総合力」を絶えず変化・進化さ

せていくことが不可欠であります。 

また、当社グループが中長期的に飛躍を遂げていくためには、グローバルでの事業の強化・拡大は欠かすことができません。そのため

に、当社では、製造・販売拠点の拡充はもとより、多様な社会・文化を理解し、グローバル社会の中で受け容れられ、また、貢献していく

ことが、当社グループにとっての企業価値の向上に資するものと考えております。 

そして、企業は社会的存在であるとの認識のもと、株主の皆様や顧客、取引先、従業員、地域社会などと当社との良好な関係が、当社グ

ループの成長を支え、企業価値を高めるものであると考えております。 

このように当社グループは、株主の皆様をはじめ、顧客、取引先、従業員、地域社会などと当社との良好な関係を企業価値の源泉として

おり、グローバル社会での責任ある存在としての自覚を持ち、「もの造り総合力」を高度化していくことにより、企業価値の増大を図って

まいります。 

このように、当社では、この「４つの大切」を経営の根幹に据え、「NEMS」により技術の高度化と製品の付加価値の向上を図るととも

に、グローバルに事業展開することで、当社グループの企業価値及び株主の皆様共同の利益の更なる向上を図ってまいります。 

  

［１］当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

［２］基本方針の実現に向けた当社の取組み
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当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めるとともに、経営ビジョン「NEMS 433」に加え

て、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方につき、当社の株主の皆様が十分な情報を得た上で適切な判断をするために必要

な情報提供がなされることを確保するための手続として、本TKKルールを定めることといたしました。 

具体的には、当社株券等の大量買付行為がなされ、又はなされようとする場合には、まずは、当社経営陣から独立した社外監査役等から構

成される独立委員会が、当該大量買付行為について、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益に資するか否かという観点から、情報収集、

評価及び検討等を行い、その結果を基にした独立委員会としての意見を、株主の皆様に開示することといたしております。 

なお、本TKKルールは、大量買付行為がなされた際の当社における手続の透明性・客観性を高めることを目的としており、新株予約権又は新

株の無償割当て等を用いた具体的な対抗措置について定めるものではありません。当社取締役会は、大量買付行為がなされた場合に、本TKKル

ール違反のみを理由として直ちに新株予約権又は新株の無償割当て等の対抗措置を発動する予定はございませんが、善管注意義務を負う受託

者として、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上に資するよう適切に対応していく所存です。 

（１）本TKKルールの定める手続の概要 

当社は、当社株券等の大量買付行為がなされようとする場合には、これに先立ち、当社経営陣から独立した当社社外監査役及び社外有

識者(即ち、会社経営者、官庁出身者、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者、又はこれらに準ず

る者)からなる独立委員会が、情報収集、その評価及び検討並びに株主の皆様に対する意見表明を行うことが適切であると判断し、その

ための手続として、以下の内容の本TKKルールを制定いたしました。 

（２）本TKKルールの定める手続の内容 

（ⅰ）本TKKルールの適用対象 

本TKKルールは、以下①乃至③のいずれかに該当する行為又はその可能性のある行為(以下、併せて「大量買付行為」といいます。)

がなされ、又はなされようとする場合に適用されます。①乃至③に該当する大量買付行為を行おうとする者(以下、「大量買付者」と

いいます。)には、予め本TKKルールに従っていただくこととします。 

①  当社が発行する株券等1について、当社の特定の株主の株券等保有割合2が20％以上となる買付けその他の取得3
 

②  当社が発行する株券等4について、当社の特定の株主の株券等所有割合5及びその特別関係者6の株券等所有割合の合計が20％以上

となる当該株券等の公開買付け7 

③  上記①又は②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主(複数である場合を含みま

す。以下本③において同じとします。)との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その

他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調

して行動する関係8を樹立する行為9(以下、「協調的大量買付行為」といいます。)(但し、当社が発行者である株券等につき当該

特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20％以上となるような場合に限ります。) 

  
１  金融商品取引法第27条の23第１項に定義される「株券等」をいいます。以下別段の定めがない限り同じとします。 

２  金融商品取引法第27条の23第４項に定義される「株券等保有割合」をいいます。以下同じとしますが、かかる株券等保有割合の計算上、(i)

同法第27条の２第７項に定義される特別関係者、並びに(ii)当該特定の株主との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投

資銀行、証券会社その他の金融機関並びに当該特定の株主の公開買付代理人及び主幹事証券会社(以下、「契約金融機関等」といいます。)

は、当該特定の株主の共同保有者(同法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条第６項により共同保有者とみなされる者を含

みます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)。以下同じとします。)とみなします。また、かかる株券等保有割合の計算

上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出された

ものを参照することができるものとします。 

３  売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法施行令第14条の６に規定される各取引を行うことを含みま

す。 

４  金融商品取引法第27条の２第１項に定義される「株券等」をいいます。以下本②において同じとします。 

５  金融商品取引法第27条の２第８項に定義される「株券等所有割合」をいいます。以下同じとします。なお、かかる株券等所有割合の計算

上、当社の総議決権の数は、当社が公表している有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたもの

を参照することができるものとします。 

６  金融商品取引法第27条の２第７項に定義される「特別関係者」をいいます。但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者によ

る株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。なお、(i)共同保有者及び(ii)契約金融機関等は、当該

特定の株主の特別関係者とみなします。以下同じとします。 

７  金融商品取引法第27条の２第６項に定義される「公開買付け」をいいます。 

８  「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹

立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバテ

ィブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の株主及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及

ぼす影響等を基礎に行うものとします。 

９  上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、独立委員会が合理的に行うものとします。なお、独立委員会は、当該③の要件に該当するか

否かの判定に必要と判断される範囲において、当該他の株主に対して本必要情報(下記の(iii)において定義されます。)に準じた情報を提供

していただくよう要請することがあります。 

  

［３］基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
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（ⅱ）「独立委員会」の設置 

当社は、現行TKKルールの下で、現行TKKルールに従った手続を進めるにあたり大量買付者が基本方針に照らして不適切な者でない

か否かを客観的に判断するための機関として、当社経営陣から独立した社外監査役等で構成される独立委員会を設置しているところ

ですが、本TKKルールの下でも独立委員会を継続します。独立委員会は、大量買付者に対する事前の情報提出の要請、大量買付行為の

内容の検討・判断、それに基づく意見を株主の皆様へ情報公開すること等を予定しており、これにより当社株券等の大量買付行為に

関する手続の客観性・透明性を高めることを目的としています。独立委員会規則の概要については、別紙(１)をご参照下さい。独立

委員会は、上記(i)に定める大量買付行為が判明した後、速やかに招集されるものとします。 

（ⅲ）本TKKルールの内容 

ア．必要情報の提供 

独立委員会は、当社取締役会の同意を得ることなく上記(i)に定める大量買付行為を行う大量買付者に対し、大量買付行為に先立

ち、当社に対して、別紙(２)に定める、当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報(以下、「本必要情報」といいます。)を提出

するよう、独立委員会招集後遅滞なく要請します。大量買付者は、当該要請を受領した日から起算して、５営業日以内に、本必要

情報を当社に対して提出するものとします。なお、独立委員会は、大量買付者が独立委員会に提出した情報が本必要情報として不

十分であると判断する場合には、大量買付者から情報提出を受けた日から起算して、５営業日以内に、大量買付者に対して追加情

報の提出を要請することができるものとします。この場合、大量買付者は、当該要請を受領した日から起算して、５営業日以内

に、必要な追加情報を当社に対して提出するものとします。また、本TKKルールに基づく本必要情報の提出その他当社への通知、連

絡における使用言語は日本語に限るものとします。 

イ. 大量買付行為の内容の精査・検討・大量買付者との交渉・代替案の提示 

独立委員会は、大量買付者から本必要情報(追加情報の提出が要請された場合、追加情報を含むものとします。)が全て提出され

た場合、当社取締役会に対しても、大量買付者が本必要情報を全て提出した日から起算して、30日以内を限度として独立委員会が

定める期間内に大量買付者の大量買付行為の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案その他適宜必要と認める情報を提出する

よう求めることができるものとします。また、独立委員会は、必要に応じ、当社の顧客、取引先、従業員、労働組合等の利害関係

者にも意見を求めることができるものとします。 

独立委員会は、大量買付者及び当社取締役会から上記のとおりの情報を受領した日から起算して、最長60日間が経過するまでの

間(以下、「検討期間」といいます。但し、独立委員会は、下記ウ.のとおり、当初の検討期間を含めた合計で最長90日を限度とし

てかかる検討期間を延長することができるものとします。)、大量買付行為の内容の精査・検討、当社取締役会による代替案の精

査・検討、大量買付者と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等を行います。 

独立委員会の判断が、企業価値及び株主の皆様共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社

の費用負担で、独立した第三者(フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタント等)の助言を得ることがで

きるものとします。 

なお、独立委員会は、大量買付者から本必要情報が提出された事実、及び、本必要情報その他の情報のうち株主の皆様に対して

開示することが適切であると判断するものにつき、適時適切に開示します。 

ウ. 独立委員会による意見等の情報開示 

独立委員会は、原則として、当初の検討期間の間に、大量買付者による大量買付行為が、別紙(３)記載の不適切な大量買付行為

に係る要件のいずれかに該当するか否かについて判断するものとし、その判断結果及び理由を、株主の皆様に対し、適用ある法令

等及び金融商品取引所規則に従い、適時適切に開示するものとします。 

他方、独立委員会は、当初の検討期間終了時までに、上記の判断を行うに至らない場合には、その旨を開示した上で、大量買付

行為の内容の検討等に必要とされる範囲内で、当初の検討期間を含めた合計で最長90日を限度として検討期間を延長することもで

きることとします。 

  
なお、[３]の冒頭で記載しているとおり、本TKKルールは、大量買付行為がなされた際の当社における手続の透明性・客観性を高

めることを目的としており、新株予約権又は新株の無償割当て等を用いた具体的な対抗措置について定めるものではなく、当社取

締役会は、大量買付行為がなされた場合に、本TKKルール違反のみを理由として直ちに新株予約権又は新株の無償割当て等の対抗措

置を発動する予定はございませんので、独立委員会の判断結果は、あくまで当社取締役会が、善管注意義務を負う受託者として、

当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上に資するよう適切に対応していく際の、判断の材料として最大限尊重させ

ていただく所存です。 

（ⅳ）本TKKルールの有効期間・改廃等 

本TKKルールの発効日は、平成25年７月１日とし、同日から２年間をその有効期間とします。 

但し、当社取締役会は、有効期間中であっても、本TKKルールについて随時、再検討を行い、改廃することが可能であることとしま

す。 
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別紙（１） 

独立委員会規則の概要 

  

（１）独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

（２）独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、(i)当社社外監査役、(ⅱ)社外の有識者のいずれ

かに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。 

      当該有識者は会社経営者、官庁出身者、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通する者又はこれらに準ずる者

とする。 

（３）独立委員会委員の任期は、選任後２年間とする。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。 

（４）独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。 

１．当社株券等の買付けが、TKKルールの適用対象となる協調的大量買付行為に該当するか否かの判断 

２．大量買付者が独立委員会に提出すべき本必要情報の内容の決定及び本必要情報の提出要請(大量買付者が独立委員会に提出した情報が

本必要情報として不十分であると独立委員会が判断する場合には、大量買付者に対して追加情報の提出を要請することを含みます。)

３．大量買付者より本必要情報が全て提出された場合に、当社取締役会に対しても所定の期間内に大量買付者の大量買付行為の内容に対

する意見及びその根拠資料、代替案その他適宜必要と認める情報の提出を要請すること(当社取締役会が独立委員会に提出した情報

が、独立委員会の意見表明のために必要な情報として不十分であると独立委員会が判断する場合には、当社取締役会に対して追加情

報の提出を要請することを含みます。) 

４．大量買付行為の内容の精査・検討 

５．当社取締役会から大量買付行為に対する代替案が示された場合には、かかる代替案の精査・検討 

６．検討期間の延長 

７．大量買付者から本必要情報が提出された事実及び本必要情報その他の情報のうち株主の皆様に対して開示するのが適切と判断する事

項を開示すること 

８．大量買付者による大量買付行為が不適切な大量買付行為に該当するか否かを判断し、その判断結果及び理由を開示すること 

９．その他独立委員会が行うことができるものと当社取締役会が定めた事項 

（５）独立委員会の各委員は、上記(４)に記載される事項を行うにあたっては、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益に資するか否かの

観点からこれを行うことを要し、専ら自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 

（６）独立委員会は、上記(４)に記載される事項を行うにあたっては、当社の費用負担において、独立した第三者(フィナンシャル・アドバイ

ザー、弁護士、公認会計士、コンサルタント等)の助言を得ることができる。 

（７）代表取締役社長又は各独立委員会委員は、大量買付行為がなされた場合その他いつでも、独立委員会を招集することができる。 

（８）独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数の賛同をもってこれを行う。但し、やむを得ない事由

があるときは、独立委員会委員の過半数が出席し、その過半数の賛同をもってこれを行うことができる。 

  
以    上
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別紙（２） 

本必要情報 

  

   本必要情報の具体的内容は大量買付者の属性及び大量買付行為の内容により異なりますが、一般的項目の一部は以下のとおりです。 

（１）大量買付者及びそのグループ会社等(大量買付者の大株主又は大口出資者(所有株式数又は出資割合上位10名)、重要な子会社・関連会

社、共同保有者、特別関係者及び(ファンド又はその出資に係る事業体である場合は)主要な組合員、出資者(直接であるか間接であるか

を問いません)その他の構成員並びに業務執行組合員及び投資に関する助言を継続的に行っている者を含みます。以下同じ。)の詳細(具

体的名称、経歴又は沿革、会社又は団体の目的、事業内容、資本金の額又は出資金の額、発行済株式の総数、過去10年以内における法

令違反行為の有無(及びそれが存する場合にはその概要)、役員等の氏名、職歴及び所有株式の数、過去における法令違反行為の有無(及

びそれが存する場合にはその概要)その他の会社等の状況等、及び直近2事業年度の財政状態及び経営成績その他の経理の状況等を含み

ます。) 

（２）大量買付者及びそのグループの保有する当社株券等の種類及び数、当社株券等又は当社若しくは当社グループの事業に関連する資産を

原資産とするデリバティブその他の金融派生商品の保有若しくは契約状況、並びに、当社株券等の信用売買及び貸株・借株の状況 

（３）大量買付者及びそのグループの内部統制システムの具体的内容及び当該システムの実効性の有無ないし状況 

（４）大量買付行為の目的、方法及び内容(大量買付行為の対象となる当社株券等の種類及び数、対価の価額及び種類、大量買付行為の時期、

関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性、大量買付行為の実行に関する蓋然性、大量買付行為の後に当社株券等が上場廃

止となる見込みがある場合にはその旨及びその理由等を含みます。また、大量買付行為の後に当社株券等をさらに取得する予定がある

場合には、その理由及び内容を含みます。なお、大量買付行為の方法の適法性については資格を有する弁護士による意見書を併せて提

出していただきます。) 

（５）大量買付行為に際しての第三者との間における意思連絡(当社に対して重要提案行為等(金融商品取引法第27条の26第１項に定義される

重要提案行為等をいいます。)を行うことに関する意思連絡を含みます。以下同じ。)の有無並びに意思連絡が存する場合にはその具体

的な態様及び内容 

（６）大量買付行為に係る買付け等の対価の算定の根拠及び算定経緯(算定の前提となる事実及び仮定、算定方法、算定機関の名称、算定機関

に関する情報、算定に用いた数値情報並びに大量買付行為に係る一連の取引により生ずることが予想されるシナジー及びディスシナジ

ーの内容及びその算定根拠、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。) 

（７）大量買付行為に要する資金の調達状況及び当該資金の調達先の概要(当該資金の提供者(実質的提供者(直接であるか間接であるかを問い

ません。)を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する具体的取引の内容を含みます。) 

（８）大量買付者が大量買付行為の完了後に取得を予定する当社の株券等に関する担保契約等の締結その他の第三者との間の合意の予定があ

る場合には、予定している担保契約等その他の第三者との間の合意の種類、契約の相手方、契約の対象となっている株券等の数量等の

当該担保契約等その他の第三者との間の合意の具体的内容 

（９）支配権取得又は経営参加を大量買付行為の目的とする場合には、大量買付行為の完了後に意図する当社及び当社グループの経営方針、

事業計画、財務計画、資金計画、投資計画、資本政策及び配当政策(組織再編、企業集団の再編、解散、重要な財産の処分又は譲受け、

多額の借財、代表取締役等の選定又は解職、役員の構成の変更、配当・資本政策に関する重要な変更、その他当社及び当社グループの

経営方針に対して重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為を予定している場合には、その内容及び必要性を含みます。) 

（10）純投資又は政策投資を大量買付行為の目的とする場合には、大量買付行為の後の株券等の保有方針、売買方針及び議決権の行使方針並

びにそれらの理由(長期的な資本提携を目的とする政策投資として大量買付行為を行う場合には、その必要性を含みます。) 

（11）大量買付行為の完了後における当社及び当社グループの役員、従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇

方針 

（12）大量買付行為に適用される可能性のある国内外の法令等に基づく規制事項、国内外の政府又は第三者から取得すべき独占禁止法その他

の法令に基づく承認又は許認可等の取得の蓋然性(なお、これらの事項につきましては、資格を有する弁護士による意見書を併せて提出

していただきます。) 

（13）大量買付行為の完了後における当社グループの経営に際して必要な国内外の許認可維持の可能性及び国内外の各種法令等の遵守の可能

性 

（14）反社会的勢力及びテロ関連組織との関連性の有無(直接であるか間接であるかを問いません。)及び関連が存する場合にはその詳細 

（15）当社の少数株主との利益相反を回避するための具体的方策 

（16）大量買付者による大量買付行為が、不適切な大量買付行為に該当しないことを誓約する旨の書面 

（17）その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

  
以    上
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別紙（３） 

不適切な大量買付行為の要件 

  

（１）TKKルールにつきその重要な点において違反し、かつ、独立委員会がその是正を書面により要求した後10営業日以内に当該違反が是正さ

れない場合 

（２）大量買付行為の主たる目的が、下記に掲げる行為等であるため、大量買付行為により当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益が破壊

又は毀損されるおそれのある場合 

・  真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株券等を会社関係者に引き取らせる目的ないし主とし

て短期の利鞘の獲得を目的として当社の株券等を買い集め、その買い集めた株券等について当社若しくはその関係者に対して高値で

買取りを要求する行為(いわゆるグリーンメイラー) 

・  当社の犠牲の下に大量買付者の利益を図ることを目的として、当社の経営を一時的に支配して当社の重要な資産等(知的財産権、ノ

ウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を含みますが、これらに限られません。)を廉価に取得し、これを大量買付者やそのグ

ループ会社等に移譲する等の経営を行うような行為 

・  当社の会社経営を支配した後に、当社の資産を大量買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為 

・  当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利

益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券等を高値で売り抜ける行為 

（３）当社の経営には特に関心を示したり、関与したりすることもなく、当社の株券等を取得後、様々な策を弄して、もっぱら短中期的に当

社の株券等を当社自身や第三者に転売することで売却益を獲得しようとし、最終的には当社の資産処分まで視野に入れてひたすら自ら

の利益を追求しようとするものである場合 

（４）大量買付者の提案する買収の方法が、二段階買付け(第一段階の買付けで全株券等の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を

不利に設定し、あるいは明確にしないで、又は上場廃止等による株券等の流通性に関する懸念を惹起せしめるような形で公開買付け等

の株券等の買付けを行う等、株主の皆様に株券等の売却を事実上強要するおそれのある大量買付行為)、部分的公開買付け(当社株券等

の全てではなく、その一部のみを対象とする公開買付け)などに代表される、構造上株主の皆様の判断の機会又は自由を制約するような

強圧的な方法による買収である場合 

（５）大量買付者による支配権取得により、株主の皆様はもとより、顧客、従業員その他の当社の利害関係者の利益を含む当社の企業価値が

著しく毀損することが予想されたり、当社の企業価値の確保及び向上を著しく妨げるおそれがあると合理的な根拠をもって判断される

場合、又は大量買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当該大量買付者が

支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べ、明らかに劣後すると判断される場合 

（６）大量買付者又はその経営陣、主要株主、若しくは出資者に反社会的勢力又はテロ関連組織と関係を有する者が含まれている場合等、大

量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的な根拠をもって判断される場合 

（７）大量買付行為の条件(対象となる当社株券等の種類及び数、対価の価額及び種類、大量買付行為の時期、大量買付行為の方法の適法性、

大量買付行為の実行の蓋然性、大量買付行為の後における当社の少数株主、従業員、取引先、顧客その他の当社の利害関係者に対する

対応方針等を含みます。)が当社の企業価値に鑑みて不十分又は不適当な大量買付行為である場合 

（８）当社の企業価値を生み出す源泉となる当社の顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーとの関係を破壊することとなる重

大なおそれがある大量買付行為である場合 

（９）その他(１)乃至(８)に準じる場合で、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を毀損するおそれのある行為と判断される場合 

  
以    上
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(4) 研究開発活動 

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は2,611百万円であります。 

  

(5) 従業員数 

当第３四半期連結累計期間において、自動車及び汎用計器事業の従業員数が1,869名増加しまし

た。 

  これは主として、ニッポンセイキ・デ・メヒコ社、ニッセイ・アドバンテック・メヒコ社、ニッポ

ンセイキ・コンシューマ・プロダクツ（タイ）社及び浙江日精儀器有限公司を新たに連結の範囲に含

めたことによるものであります。 

  なお、従業員数は就業人員数（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ

外から当社グループへの出向者を含む。）であります。 

  
(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因に重要な

変更はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  
(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 220,000,000 

計 220,000,000 
 

種類
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成25年12月31日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成26年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 60,907,599 60,907,599 
東京証券取引所 
（市場第二部）

   単元株式数は1,000株で
   あります。

計 60,907,599 60,907,599 ― ―
 

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高 
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 

(百万円)

平成25年10月１日～ 
平成25年12月31日 

― 60,907,599 ― 14,494 ― 6,214 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式988株及び、証券保管振替機構名義の株式650株が含

まれております。 

  

② 【自己株式等】 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

  

役職の異動 

  

      平成25年12月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 
（自己保有株式） 
 普通株式 

3,627,000 
― ―

完全議決権株式(その他) 
 普通株式 

56,738,000 
56,738 ―

単元未満株式 
 普通株式 

542,599 
― ―

発行済株式総数 60,907,599 ― ―

総株主の議決権 ― 56,738 ―
 

    平成25年12月31日現在 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
日本精機株式会社 

新潟県長岡市東蔵王 
２丁目２番34号 

3,627,000 ― 3,627,000 5.95 

計 ― 3,627,000 ― 3,627,000 5.95 
 

２ 【役員の状況】

氏名 新役名及び職名 旧役名及び職名 異動年月日

中  村      朗

常務取締役 
（製造本部長 兼 製造統括部長 
兼 生産技術統括部長 兼 生産
技術管理部ゼネラルマネジャ
ー） 

常務取締役 
（製造本部長 兼 製造統括部長） 

平成25年11月１日

常務取締役 
（製造本部長 兼 製造統括部長） 

常務取締役 
（製造本部長 兼 製造統括部長 
兼 生産技術統括部長 兼 生産
技術管理部ゼネラルマネジャ
ー） 

平成25年12月１日

佐  藤  守  人

取締役 
（製造本部副本部長 兼 生産技術
統括部長 兼 生産技術管理部ゼ
ネラルマネジャー） 

取締役 
          （  －  ） 

平成25年12月１日
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 86,419 98,616

受取手形及び売掛金 ※1  36,986 ※1  37,358

商品及び製品 9,907 12,097

仕掛品 4,049 4,474

原材料及び貯蔵品 13,503 18,122

その他 12,909 10,242

貸倒引当金 △114 △132

流動資産合計 163,661 180,778

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,764 12,935

機械装置及び運搬具（純額） 9,256 12,911

工具、器具及び備品（純額） 3,004 3,860

土地 14,665 15,167

リース資産（純額） 563 423

建設仮勘定 2,633 2,946

有形固定資産合計 40,888 48,245

無形固定資産   

のれん 385 278

その他 2,616 3,174

無形固定資産合計 3,001 3,452

投資その他の資産   

投資有価証券 22,882 23,648

その他 1,566 3,972

貸倒引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 24,438 27,610

固定資産合計 68,328 79,308

資産合計 231,990 260,087
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※1  30,970 ※1  30,611

短期借入金 50,882 53,376

未払法人税等 4,075 1,466

賞与引当金 1,947 1,893

役員賞与引当金 － 150

製品補償損失引当金 1,030 926

訴訟損失引当金 1,235 744

その他 ※1  11,760 ※1  14,860

流動負債合計 101,903 104,029

固定負債   

長期借入金 8,603 11,730

退職給付引当金 2,375 2,463

役員退職慰労引当金 183 176

資産除去債務 49 57

その他 3,001 4,046

固定負債合計 14,213 18,474

負債合計 116,116 122,504

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,494 14,494

資本剰余金 6,491 6,479

利益剰余金 89,058 97,919

自己株式 △6,275 △6,279

株主資本合計 103,769 112,613

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,396 6,448

為替換算調整勘定 989 10,369

その他の包括利益累計額合計 5,386 16,817

新株予約権 38 42

少数株主持分 6,679 8,109

純資産合計 115,873 137,583

負債純資産合計 231,990 260,087
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 140,180 158,477

売上原価 115,322 125,684

売上総利益 24,857 32,792

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 3,410 3,710

従業員給料 5,647 6,784

貸倒引当金繰入額 16 1

賞与引当金繰入額 435 410

役員賞与引当金繰入額 126 147

製品補償損失引当金繰入額 74 －

退職給付引当金繰入額 56 83

役員退職慰労引当金繰入額 28 29

その他 6,744 8,417

販売費及び一般管理費合計 16,539 19,584

営業利益 8,318 13,208

営業外収益   

受取利息 673 747

受取配当金 211 238

為替差益 1,590 3,874

その他 387 545

営業外収益合計 2,863 5,406

営業外費用   

支払利息 226 234

訴訟損失引当金繰入額 － 79

その他 53 69

営業外費用合計 279 382

経常利益 10,901 18,231

特別利益   

固定資産売却益 19 34

特別利益合計 19 34

特別損失   

固定資産売却損 8 8

固定資産除却損 33 60

投資有価証券評価損 30 －

独禁法関連損失 80 －

特別損失合計 153 68

税金等調整前四半期純利益 10,767 18,197

法人税、住民税及び事業税 3,994 5,183

法人税等調整額 △17 754

法人税等合計 3,976 5,938

少数株主損益調整前四半期純利益 6,790 12,258

少数株主利益 451 1,034

四半期純利益 6,339 11,224
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 6,790 12,258

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △69 2,051

為替換算調整勘定 2,369 9,807

その他の包括利益合計 2,300 11,858

四半期包括利益 9,091 24,117

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 8,670 22,656

少数株主に係る四半期包括利益 421 1,461
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【注記事項】 

(継続企業の前提に関する事項) 

該当事項はありません。 

  

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更) 

  

  

(会計方針の変更等) 

該当事項はありません。 

  
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) 

該当事項はありません。 

  

(四半期連結貸借対照表関係) 

※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。 

 なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。 

  

  

(四半期連結損益計算書関係) 

該当事項はありません。 

  
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、の

れんの償却額並びに負ののれんの償却額は次のとおりであります。 

  

  

当第３四半期連結累計期間 
(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日)

(1) 連結の範囲の重要な変更 

第１四半期連結会計期間より、ニッポンセイキ・デ・メヒコ社、ニッセイ・アドバンテック・メヒコ社、ニ

ッポンセイキ・コンシューマ・プロダクツ（タイ）社及び浙江日精儀器有限公司は重要性が増したため、連結

の範囲に含めております。 
 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間 

(平成25年12月31日)

受取手形 92百万円 135百万円 

支払手形   326 〃 228  〃 

設備関係支払手形  8 〃 60  〃 
 

  (自  平成24年４月１日 
至  平成24年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

減価償却費 4,149百万円 5,067百万円 

のれんの償却額 121  〃 125  〃 

負ののれんの償却額 20  〃 2  〃 
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(株主資本等関係) 

前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月15日 
取締役会 

普通株式 630 11.0 平成24年３月31日 平成24年６月28日 利益剰余金

平成24年10月30日 
取締役会 

普通株式 400 7.0 平成24年９月30日 平成24年12月12日 利益剰余金
 

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月14日 
取締役会 

普通株式 744 13.0 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

平成25年10月31日 
取締役会 

普通株式 572 10.0 平成25年９月30日 平成25年12月11日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、液晶表示素子・有機ＥＬ表示素子

の製造販売、貨物運送、ソフトウエアの開発販売、受託計算、樹脂材料の加工・販売等を含んでおります。

２.  セグメント利益又は損失(△)の調整額△346百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３.  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、液晶表示素子・有機ＥＬ表示素子

の製造販売、貨物運送、ソフトウエアの開発販売、受託計算、樹脂材料の加工・販売等を含んでおります。

２.  セグメント利益又は損失(△)の調整額△13百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３.  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 

報告セグメント
その他 
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)３

自動車及
び汎用計
器事業

民生機器
事業

自動車販
売事業

計

売上高                 

  外部顧客への売上高 102,333 11,439 14,469 128,242 11,937 140,180 ― 140,180

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― 36 36 10,025 10,062 △10,062 ―

計 102,333 11,439 14,506 128,279 21,962 150,242 △10,062 140,180

セグメント利益又は損失(△) 7,436 △339 307 7,404 1,259 8,664 △346 8,318
 

 

報告セグメント
その他 
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)３

自動車及
び汎用計
器事業

民生機器
事業

自動車販
売事業

計

売上高                 

  外部顧客への売上高 121,956 9,389 15,495 146,842 11,634 158,477 ― 158,477

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― 30 30 10,008 10,039 △10,039 ―

計 121,956 9,389 15,526 146,873 21,643 168,516 △10,039 158,477

セグメント利益又は損失(△) 12,189 △998 461 11,652 1,569 13,222 △13 13,208
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結会計期間より、従来「ディスプレイ事業」として記載していた報告セグメントにつ

いては、量的な重要性が乏しくなったため「その他」の区分に含めております。 

  なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分方法により作成したも

のを記載しております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

(金融商品関係) 

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。 

  

(有価証券関係) 

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。 

  

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

第69期(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)中間配当について、平成25年10月31日開催の取締

役会において、平成25年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを

決議いたしました。 

①  配当金の総額                                        572百万円 

②  １株当たりの金額                                     10円00銭 

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日         平成25年12月11日 

  

項目 (自  平成24年４月１日 
至  平成24年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(1) １株当たり四半期純利益金額 110円66銭 195円94銭 

    (算定上の基礎)     

    四半期純利益金額(百万円) 6,339 11,224 

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 6,339 11,224 

    普通株式の期中平均株式数(千株) 57,284 57,287 

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 110円58銭 195円77銭 

    (算定上の基礎)     

    四半期純利益調整額(百万円) ― ― 

    普通株式増加数(千株) 40 48 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 

― ― 

 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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平成26年２月14日

日本精機株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日

本精機株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間
(平成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25
年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、
四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本精機株式会社及び連結子会社の平成25
年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以  上 

  

  
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人 

  
 

指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士    清    水    栄    一    ㊞ 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士    大    島    伸    一    ㊞ 
 

  

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成26年２月14日 

【会社名】 日本精機株式会社 

【英訳名】 NIPPON SEIKI CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長    高  田  博  俊 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市東蔵王２丁目２番34号 

【縦覧に供する場所】 
株式会社東京証券取引所 

(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

    

    

    
 



当社代表取締役社長高田博俊は、当社の第69期第３四半期(自  平成25年10月１日  至  平成25年12月

31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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